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工藤 小泉総理は平成13年5月の所信表明

では、2～3年で不良債権の最終処理を目

指すと約束しました。これまで延期を続け

ていたペイオフの解禁がその目標課題とな

り、それまでに銀行をきちんと建て直して

という形が描かれたのですが、結果として

これらは全て延期になってしまった。これ

について、まずどう評価されますか。

進まない銀行の健全化

安斎 喩え話ではこういうことがある。死

に筋商品で売れないもの、2週間ぐらい1

つも売れないものをそのまま残したままで

いきますと、周りの売れるべきものも売れ

なくなる。ところが、この死に筋を排除す

ると周りのものが売れ出すんですね。周り

のものがそれだけでも単独で売れる。まし

ていいものをそこに持ってきたらもっと売

り上げが伸びる。

要するに市場経済というのは、経済全体

もそうですが、そういう死んだものがごろ

ごろいる状態だといいものも売れない。活

性化しない。銀行の不良資産もそうで、そ
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ペイオフ延期やゼロ金利の継続の中でモラルハザード状態にある銀行は、自立的に自らの将来を

描けなくなっている。その中で金融改革はどう進めるのか。安斎氏は、現状を危機と認識し、公

的資金で決着をつけ、全体の国民負担を明らかにすべきだとする。根本氏は、原則の徹底とスピ

ードを強調し、再生不能な銀行にはスムーズな退出を求める。川本氏は、甘い現状認識を捨てた

上で、混乱を恐れないリーダーシップ、市場規律や政策全体の整合性が重要と強調する。
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の処理と前向きなことをやれというのは両

建てで行きそうな感じがします。片方に不

良資産処理の部隊をつくり、片方で前向

き。しかし、実際、資本を大幅に食うもの

を抱えていてそれをそのまま温存しながら

行ったときに、全体の組織は前向きに動か

ない。

銀行が自己資本で不良債権を処理できる

のかというところがまず明確ではない。む

しろそれが見えなくなっているところに事

態の深刻さがある。これからの政権公約と

いうのは、公的資本を入れてもとにかく早

目にけりをつけてしまう。そして前向きに

金融全体が動き出すような目処を明らかに

し、それを実際に達成する。そういうふう

に国民に約束してくれなければだめです。

工藤 つまり、政党の公約はそのための時

期と手段をはっきり明示すべきだと。

安斎 それがこれまでの小泉政権にはなか

った。それからもう1つつけ加えると、今

度の銀行への業務改善命令で問題になった

のですが、銀行は株価下落による赤字要因

まで責任を持てないと主張した。しかし、

今年の1月から3月期に四大銀行は2兆円

も自己資本調達ということをしましたね。

しかし、そのこと自体が株価を下げてしま

ったのですから、責任を免れないのです。

工藤 自己調達というのは資本の増資でし

ょう。

安斎 そうです。自ら自己努力してやりま

す、公的資金は要りませんということでし

た。自分たちで資本を調達すると銀行は自

分の預金が2兆円なくなり、株という固定

資本が2兆円増える。だから生命保険をは

じめ非銀行は、流動性の減少をカバーする

ために、自分が持っているその銀行の株を

売却したのです。それによって株価の下落

が加速した。経済を大混乱に落とさせない

で不良債権処理を進めていくためには、公

的資金の投入は避けられないという判断が

当局にあり、中央銀行もその考えを持って

いたはずです。にもかかわらず、銀行に自

己調達を認めたということは、クライシス

マネジメント下にあってクライシスマネジ

メント上はやってはいけないことを認めて

しまった。その結果、株価の暴落を招いて

しまった。

だから私は金融庁も日銀も、公的資金を

入れる必要があると判断した以上は強引に

自己調達をやめさせて、公的資金を入れな

くてはいけなかったと思っている。制度

上、預金保険法の102条で、システミック

リスクの危機の怖れがある時には公的資金

を入れる仕組みがあるわけです。今はまだ

異常時なのです。本当にやるべきことはや

らなくてはならない。それをずるずる先送

りしている。そして、株価の回復はりそな

の公的資金投入によって始まった。

工藤 根本さんは、格付け機関の立場から

小泉政権の不良債権の根本処理という原点

に返って考えてみたとき、どういう評価に

なりますか。

根本 銀行の資産を早く健全にして、ペイ

オフも解禁して、市場原理を導入するとい

う原則自体は評価できるものですが、2年

間で実行されたことをみると、当初の原則

からかなり後退しています。株価の動向に

振り回されて、一貫したポリシーが感じら
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れません。

格付の立場から言っても、銀行の財務内

容というのはむしろ悪くなっています。大

幅な赤字の結果、自己資本は減少し、優先

株の割合が増えるなど質の面でも悪くなっ

ています。不良債権の処理については、一

応、進展は認められます。バブル時代につ

くられた過剰債務の処理をみると、7合目

くらいまできたかと思います。これは、バ

ブル以前の企業向け貸出の水準を正常とし、

95年をピークと仮定したものです。しか

し、デフレで発生した不良債権もあります

し、まだ今後の経営の回復を保証するほど

十分ではないと思います。

ペイオフ延期については、決済性預金を

恒久的に保護することによって、本来働く

べき市場原理が働かなくなり、預金者の負

担で弱い銀行を支え続けるという構図が永

久的に存在するということになってしまっ

て、失策だったと思います。

工藤 邦銀の格付けは下がったままでネガ

ティブがまだとれない。どうしてですか。

根本 それはこれまで10年間の処理で自

己資本が極端に弱まり、含み益も枯渇して

しまったからです。なおかつ、それで全部

片づいているのかと言えば、資産から生じ

る損失というのはまだ相当ありそうですし、

株式もtier1資本と同じぐらいは持ってい

て、下落リスクにさらされている。米銀の

ように収益が高ければいいのですが、大手

行のコア業務純益は不良債権処理額をカバ

ーしていません。このような状況を抜本的

に改善する目途もまだ立っていないためで

す。

工藤 川本さんは金融面での小泉改革をど

のように評価されますか。

川本 目指した最初の原則論は正しかった

と思います。小泉内閣は構造改革路線とし

て、これまでの内閣では初めて明確に路線

を打ち出していると思いますので、そうい

う意味ではプラスに評価をしています。金

融に関しては、これまで2年間でやったこ

とは、ペイオフの延期とりそな銀行に対す

る預金保険法の102条1項の適用と、不良

債権について数値目標を定めて不良債権処

理をしていくということ。さらに金融再生

プログラムに基づいた整備と準備、それか

ら大手行への業務改善命令だと思うのです

ね。

その中では、ペイオフの延期は評価でき

ません。決済性預金の恒久的な保護をし

て、モラルハザードを慢性的に生む構造を

つくってしまった。決済性預金の恒久的な

保護ということ、それからペイオフ延期は

これまで7年準備してきたのに、実行でき

なかったということで、銀行の健全化が全

く進んでいないということを認めてしまっ

たということだと思います。

不良債権の処理については、ある程度数

値を決めて進めているという姿勢は評価で

きると思うし、主要行の不良債権比率を16

年度までに4.2％程度にするという方向性

としては徐々に進んでいると思うので、今

のところスタートはいいのではないかと思

っています。ただ、大手の銀行の不良債権

処理を進めた反面、地方銀行が残っていま

す。それに対して「リレーションシップバ

ンキング」によってダブルスタンダードの

金融再生に向けた道筋は描かれたか
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指針を出してしまっているので、今後、地

銀の不良債権処理は進まないだろうし、目

標が達成されていくかどうか非常に疑問で

あると思っています。

ペイオフはなぜ延期に
追い込まれたか

工藤 根本さんは、なぜ小泉政権はペイオ

フ延期に追い込まれたと思いますか。

根本 推測するには、中小金融機関などか

ら預金がかなり流出したり、定期預金から

普通預金にシフトしたので、そのあたりを

地元の政治家の方に訴えて、そこから政治

的に圧力がかかったのではないかなと思い

ます。ただ、その預金のシフトを見ている

と、預金者というのはすごく合理的に動い

ているなと思いました。格付のいい銀行、

財務内容のよい銀行は全体の預金は増えて、

定期預金の引き出しもそれ程ありません。

それは地方銀行であっても信用金庫であっ

てもそうでした。だから小さい銀行が損を

するという議論があったのですが、決して

そうではない。預金者は規模ではなくて、

見るところは見ている。だからこそ、私は

あえてあそこでやるべきだったなと思いま

す。

川本さんがおっしゃった地方銀行の「リ

レーションシップバンキングのあり方」も、

結局、上からこういうふうにしなさいと教

える指導書みたいなものですね。市場原理

やプレッシャーが働いていれば、中小金融

機関は真剣に考えて、都銀のできないニッ

チというものを自分で開拓するはずです。

それができないということの遠因は、1つ

はペイオフ延期を認めてモラルハザードを

蔓延させていることにあると思います。全

員がお仕着せの政策をとって、お行儀がよ

ければ保護してあげましょうというのでは、

護送船団方式の復活になりかねません。

工藤 根本さんは安斎さんが指摘されたよ

うに、金融が自助努力で収益を稼いで不良

債権処理も行える局面ではない、公的資金

の導入は必要だったという認識ですか。

根本 それはどのくらいの時間軸で解決す

るかというところにもよると思いますが、

もし本当に3年で銀行をひとり立ちさせた

いのでしたら、安斎さんがおっしゃるよう

な公的資金、あるいは何か外部から質の高

い資本を入れるべきだと思います。

私どもは、今、20から30兆円の公的資

金があれば、完全にクリーンにはならない

にしても、銀行がそれなりの利益を上げ、

金融危機を回避できると試算しています。

不良資産の処理と、今ある自己資本という

ものが、税効果などで嵩上げされている。

それを国際的に見てまずまずの水準まで引

き上げるには、その程度あれば、とりあえ

ずはスタート台になると思います。

川本 ペイオフ延期をした理由は、銀行の

健全化が図られていなかったからだと思い

ます。ただいくら待っても、どこまでたっ

ても、この状況だと健全化が図れそうにな

いので、あの時点でやるべきだったのでは

ないかという考えを私は持っています。と

いうのは、ペイオフを延期していて、ゼロ

金利でこれだけ流動性を供給していると、

全くのモラルハザード状態で、何ら規律は

9944
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働いていない。そういう土壌は非常によく

ないわけです。

また、自助努力では不可能だから資本を

入れるべきだったのかということに対して

は、私は今の状況で資本を入れても、繰り

返しになるだけだと思っています。

銀行経営が不利になると、便宜的にルー

ル変更を金融庁はしてきました。土地の再

評価とか持ち株会社をつくるというような

ことをしてきて、とにかく追い込まれた状

況で経営をしてきてないので、銀行も頑張

れないのだと私は理解をしています。銀行

の経営者の方たちが皆さん、目標を公約し

て、それを果たさないとだめなんだと思う

ような環境にならない限りは、この問題は

終わらない。

環境整備すべきというのは、ペイオフも

解禁するし、ゼロ金利もやめる。また、流

動性の過大な供給をやめる。一番大切なこ

とは、行政が与えたルールはきちんと守る

ということだと思います。健全化計画を見

ても2年ごとのローリングですぐれた銀行

は高い目標にしていって、それを守れない

という形になっている。一方、りそななど

はどんどん目標を下げて、それを守れな

い。いずれにしても約束を守れないという

状況で、将来的に全然見通しをしていない

という感じがします。

工藤 つまり、銀行の経営を大きく変える

というのは、今のモラルハザード状況で

は、なかなか自立的にそういう形にはなら

ないというわけですね。

安斎 なりませんね、この際、徹底的にや

らないとだめだと思います。本来、経営者

も担当者も全部入れかえる。韓国方式です

と早く進みます。不良資産の査定も、私は

長銀の頭取の時にわかったのですが、従来

からやっている人に任せていたら、不良資

産の認定などは本当に難しい。相手と自分

の間にリレーションができてしまっている

ので、お互いに守り合うように動くため、

悪い自己査定などは余程の事態にならない

限り、なかなかできないものです。

根本 そうですね。韓国でも改革の原動力

となったのは、意識改革とコーポレートガ

バナンス強化です。非常時に当たっては、

経営者を代えるというのも1つの方法です

し、株主や市場の圧力を働かせ、外部のチ

ェックを入れることも必要です。経営体質

が大きく変わらなければ、公的資金を入れ

るだけでは銀行への評価は上がらないと思

います。

りそな銀行の国有化を
どう評価するか

工藤 次にりそな銀行の問題です。この処

理は前向き対策よりも守りの対応だったわ

けですが、2兆円近い公的資金が注ぎ込ま

れた。このスキームそのものは1つの今後

の試金石になるのかどうなのか。預保102

条の第1項、健全化だということの認定も

含めて、これをどう評価すればいいのか。

川本 試金石になってもらっては困ります。

りそなの国有化のプロセスについては非常

に疑問が多いと思います。まず4％割れを

したという現状があったときに、どうして

早期是正措置をきちんと打たなかったのか。

金融再生に向けた道筋は描かれたか
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その当日に早期是正措置というものが形

の上では打たれているようですが、その後

その日のうちにすぐ金融危機対応会議を招

集し、102条のしかも第1項にジャンプイ

ンしてしまったということです。その102

条の第1項の救済と第3項の処理、整理と

いうことの違いは、著しくシステミックリ

スク的なものを起こす可能性があるという

ことですが、その規定を満たしているのか

どうかということもよくわからない。あの

段階で102条を適用せずに1.96兆円入れな

かったときと入れたときのコストの違いと

いうものもわからない。そもそも2月の段

階で大和とあさひの合併の認可を金融庁は

していたわけで、その2カ月後にあのよう

な状況になぜなるのか。それにもかかわら

ず、資産査定はする必要がないと言ってい

る。加えて株主責任は問わないという形

も、非常に疑問点が多い。

ただ、これからのやり方次第だというの

も一つの真理で、きちんとした資産査定が

できるのかが第一歩であり、大きなハード

ルだと思います。やると新頭取はおっしゃ

っていますから、それができると日本の金

融界も変わってくるチャンスはありますが、

そこでまた先送りするのであれば、何ら状

況は変わらず、りそな公庫をつくったのと

同じ現象であると思う。

根本 私が評価できないところは、監査法

人が引き金を引いたということです。金融

庁が繰り延べ税金資産をもっと厳正に査定

して、このままではいけないという判断を

下したのであれば、もっと評価できたので

すが、それが曖昧のままになっている。

もう1つ疑問なのは、既存株主の負担と

いうことが全然ない。竹中さんはダイリュ

ーションが生じるとか配当が少なくなると

いうことは言われたが、それは株主として

の当たり前のリスクです。そこが曖昧なま

まに公的資金が入って株価が上がったため、

株主は、銀行に収益向上を促すよりも、政

府の保護を期待するという状況にあります。

ただ、私どもも、今後のりそな銀行の再建

には注目していて、もしかしたら、これが

日本の金融界を何らかの前向きに動かす1

つのきっかけになるかなという気がしてい

ます。

注目点の一つは、グッドバンクとバッド

バンクの分離と資産査定についてです。今

までの金融庁の特別検査や前例にこだわら

ず、新会長が独自の判断を貫くことができ

るかが注目されますし、それができれば、

ほかの銀行にも刺激を与えると思います。

また、今までの例と違って、経営陣が大

幅に交代したというところはプラスだと思

います。さらに関連会社や親密先について

は、他の銀行もあまり手をつけずに来たと

ころだと思いますが、それを整理してOB

も辞めていただき、経営の透明性、効率性

を高める姿勢はプラスに評価できます。

安斎 そもそも、日銀が30兆円も準備預

金を積んでいるときには、システミックリ

スクは起こらない。しかもペイオフも解禁

しない。もともと日銀の当座勘定が5兆円

でいいものが30兆円もある、こうした施策

をとっていること自体が危機なのです。だ

から本当は敢然と危機対応で物事をやらな

くてはいけない。それなのに、何か皆のん
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びりしている。自己努力させたらどうかと

いいますが、今の状況が危機だとすれば、

そんなにのんびりはできない。

工藤 りそな銀行の評価は、今の話を聞い

て、いろいろな不明朗なところは結構ある

けれども、次の経営陣が今後、不良債権処

理を新旧の別勘定の中で徹底して行えばプ

ラスの評価になりえるということですね。

その場合、公的資金が毀損されるという可

能性も出てくる。

川本 その際に、経営陣がやれる環境をき

ちんと金融行政が提供できるのか。邪魔し

ないのか。それが問題です。

根本 公的資金の返済の仕方というのは多

分韓国に似ていて、利益償却、返済するの

ではなくて、市場で売却する。そのために

政府は市場価値を高めるということで、こ

のほうが合理的です。

安斎 経営陣が株価を上げるような経営を

行っていけば、政府も早く株を売って、投

入した公的資金を回収できるようになるの

です。

根本 気になるのは、日本の銀行は大方そ

うですが、大和銀行とあさひ銀行の2行が

一緒になることで収益力や営業力が落ちて

いる。例えば、投信や保険の販売や利ざや

の引上げなどが他の銀行に比べても遅れて

いる。ですから新経営陣は不良債権処理と

合わせて求心力を持って営業力を回復でき

るかが重要だと思います。

工藤 小泉政権では途中から担当大臣が柳

澤氏から竹中氏に代わり、金融再生プログ

ラムを公表して、公的資金注入行に対する

業務改善命令や、不良債権比率の半減を言

うなど、具体的に動いています。不良債権

の処理の時期を2年遅らせて、16年度末ま

でにしたわけですが、次のペイオフ解禁を

ベースにして、全てが再び動き直したと評

価していいのでしょうか。

後退気味の金融再生プログラム

川本 金融再生プログラムに基づいて様々

な制度が整備され、あるいは整備のための

準備は進められています。金融監督の3割

ルールの厳格化（健全化計画に対して当期

利益または業務純益のROEが3割以上下が

った場合、必要に応じて改善命令を出せ

る）や、検査マニュアルの改定、あるいは

新たな公的資金の枠組みをつくったり、繰

り延べ税金資産の問題を議論したりという

ことで、準備は始まりましたが、これまで

の金融行政と大きく変化が見られるのは、

主要行に出した業務改善命令だと思います。

今後それがどのような形になっていくの

かということを注目しています。 竹中さ

ん自身の時間軸についてはわかりませんが、

近未来的に健全化をするべきというビジョ

ンの中で、ご自分がなされる範囲での準備

はしていると理解しています。

ただ、金融再生プログラムは全体として

見ると、それぞれの密接な関係を考えた動

きにはなっていないと思います。銀行を塹

壕の中に追い込むようなことは予想しない

でつくっています。そして結局、銀行が貸

出先に資本の参加を強いるような第三者割

り当て増資を許してしまう。そういうこと

についてのシナリオを書いたり準備をした

金融再生に向けた道筋は描かれたか
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りすることが十分ではないと思う。プログ

ラム全部を評価するのは難しいですが、業

務改善命令の一点は評価しています。た

だ、その内容や実効には疑問が残ります

が。

安斎 2年後に不良債権比率を半分にする

というのは、不良債権処理の問題だけでは

なくて、貸出し残高を減らし過ぎて大変な

ことになってくる可能性もあるわけです。

だから、その意図を私は注意して見ていま

す。業務改善命令というのは、収益力を上

げなさいということで、貸出しを増やさな

ければ収益力は上がらない。不良債権比率

を半分にするのだから、分母を減らしてい

けば大変になる。しかし収益をあげるよう

な貸出し先は少ない。

ということは、新しい良い資産をつくら

ない限り収益力はつかないし、不良債権比

率も落ちないのです。不良債権の処理より

も早いスピードで貸し出し全体が落ちてき

ている。そういう意味では、約束したこと

が守られないことをそこに織り込んでいる

のではないかという感じがします。

工藤 不良債権比率を削減するというのは、

不良債権そのものを減らせということです。

しかし、結果としてそういう形になる可能

性もある。つまり、時間がたち過ぎてしま

ったので、いろいろな問題が出てきたので

すね。

安斎 今に至ってもいろいろな計画が実行

されるまでに多くの時間を費やすことを前

提にして考えている。そのこと自体が根本

的な解決に結びつかない。根本さんは不良

債権処理は7合目まで来たと言いますが、

体力的にはあと3合は登れないほどの状況

になっている。 経営というのはそこまで

来ているということを考えなければならな

い。しかし、みんな逃げ回るわけです。国

は混乱を起こしたくない。そこで、結果的

により多くの金をつぎ込まざるをえなくな

ってしまっている。国民負担という意味

で、公的資金の長期にわたる投入以外の何

ものでもない。ゼロ金利状態がこれほど長

期にわたって続いているのも同じである。

根本 私は、厳格な資産査定、資本の増

強、コーポレートガバナンスという3原則

については賛成ですし、竹中大臣が出てい

らしたときは期待があったのですが、今は

ずるずる後退しているかなと感じています。

実行の段階で骨抜きになっている。業務改

善命令も経営陣に緊張感を与えるというの

はいいのですが、株価がこれだけ上昇して

いるため収益計画の達成はそれほど困難な

問題とはみえません。もう一つ恐れるの

は、今期だけともかく黒字にすればという

ことで、不良債権処理などが先送りとな

り、中長期的な収益計画につながらないの

ではないかということです。

竹中大臣が当初指摘された繰り延べ税金

資産の問題をとっても、現在では、自己資

本への算入を制限するという方向ではなく

なっています。審議会の報告書も両論併記

で、論点の整理のようになっている。しか

し、常識的に見ると、銀行の自己資本の六

割以上が税効果というのは、リスクの高い

状況で、他の金融システムと比べても高過

ぎます。

工藤 最後の質問になるのですが、結果と
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して今までの小泉さんの不良債権や金融改

革について採点するとすれば何点を付けま

すか。また今度の選挙では何を争点にすべ

きでしょうか。

混乱を恐れず大胆な金融改革を

安斎 私は、金融面で混乱を起こさないと

いった政策を出すのではなく、むしろ多少

の混乱が起こっても、この際は早くこうい

う解決をする。そのとき公的な金もかかり

ますが、長期で見たらこの方が公的負担が

少なくて済むということをシミュレーショ

ンして出してほしい。金融では不良債権の

処理そのものが構造改革です。もう一つ金

融面で言うと、政府系金融機関や郵貯、財

投の構造改革なくして、我が国の経済の再

生はない。ここのところ、小泉首相の考え

は明快で的を突いている。ただし、これを

やるからにはものすごい国民負担が一時的

に出ますということを国民の前に言わなけ

ればならない。そこを避けるから、結局、

約束が守れなくなる。私の採点は厳しい。

小泉さんはある面で個人的にも好きだから

50点となるが、そうではなかったら、 50

点以下です。

根本 何をすべきかといえば、原則を徹底

して貫くことと、スピードをあげることで

す。日本では、時間をかけすぎたことによ

って、モラルハザードが拡大し、市場機能

が弱まっています。また、不良債権が減少

することも大事ですが、企業と銀行の体質

を変えることはより重要です。銀行ばかり

ではなくて、企業全体が再生されなければ

銀行も解決しないと思うのです。韓国もそ

うであったように、再生可能ではないとこ

ろは速やかに退出し、残りのところはコー

ポレートガバナンスを徹底して、収益力を

強化する。今の日本の政策は何でも救う対

策ばかりで、地方銀行のリレーションシッ

プバンクも産業再生機構もそうですが、救

うことは皆さんすごく熱心で、退出をスム

ーズにするというところはあまり考えられ

ていない。結局弱いところが残り続けて、

健全な企業、新興企業が発展できないとこ

ろに問題があります。

公的資金の投入も、ある程度入れれば独

力で残れるという見込みのある場合だけ、

非常に厳しい条件で入れるということだと

思う。金融行政自体も表面的には厳しいこ

とを言いながら、実はかなりみんなを救っ

てあげているというのが今の状況です。会

計のトリックを認めて、持ち株会社をつく

らせて配当を可能にし、国有化を避けるな

どが一例です。邦銀だけでなく、投資家の

金融当局への信頼も低いという点を認識す

る必要があります。小泉金融改革に対する

私の採点は現時点では40点としておきま

す。

川本 私は今の日本の状況はとても余裕が

あると思っています。外貨準備が足りなく

なるわけではないし、だからみんな問題を

解決しないで騒いでいるだけなのだと思い

ます。そういう中では英雄願望もいけない

し、公的資金を入れれば済むなどという問

題ではない。みんながこの甘々の状況を地

道に直していく以外にないと思います。

そういう前提を置いて考えると、次の総
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選挙では第一に、これまでの金融状況が会

計の現実について甘い認識に基づくフィク

ションだったと認めてほしいし、確かな現

実ときちんと実行可能なプランを見せてほ

しい。混乱を起こさないということではな

くて、混乱が起こったときにどうするのか

という緊急プランをきちんと書いて行政官

たちをしっかりリードしていくような公約

を出してほしい。二つ目としては、市場規

律の働く社会になるようにしてほしい。努

力した人、努力した企業がきちんと報われ

るような、そういう社会になっていくため

には、郵貯などの公的金融に手をつけると

いうことは同時に必要なことだと思います。

三つ目としては、極度に金融の問題など

が政治問題化し過ぎているために、ルール

が曖昧となり、政策に整合性が見られない

ものがいくつもある。竹中大臣も立派なこ

とをおっしゃるが、政治的にはいろいろな

ことが多分おありになるので、最終的な結

論や、とられる政策は必ずしも評価できな

いものになってしまう。政治化してしまっ

た金融問題をきちんと金融問題に戻すとい

うこと、それは行政と政治の関係をきちん

と整理するというような方向性に金融行政

を持っていかなければ、非常にむなしいと

いう感じがします。

安斎 金融問題は、純粋に金融の分野に戻

らないほど大変な状態にしてしまった。先

ほどからクライシスだと言っているのは、

既に金融問題が政治問題になっているとい

うことです。だから政治家が命をかけてや

ってくれなければならない。

川本 そうすると、そういう政治家の人た

ちを選んでいる我々の問題になってしまい

ますよね。

工藤 今度選挙をやるのでしたら、政党に

それを問うしかない。

川本 金融行政については、日本は漠然と

した銀行への反感をベースに議論が常に組

み立てられて、金融機関が悪いという議論

に専らなっていますが、改革における目標

に対しての進捗状況はいいと思います。日

本にはもっともっと深い闇があり、全く改

革をしていない特殊法人などがたくさんあ

るわけです。その意味では相対的に考えれ

ば65点。 小泉さんがとった改革の中でも

金融はまだ進んでいる方だと思います。金

融問題は道路公団などと違って議論が透明

化されていますから、みんな問題が分かっ

ているし、何もわからないところで議論し

ているという世界に比べれば、比較になら

ない。ただ、金融自体だけで判断すると採

点はそれよりも辛くなる。不安感が出るの

は仕方がないが、それに対して対策は練っ

ていないのですから。

工藤 どうもありがとうございました。
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